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島根県総合教育審議会

学校と福祉の連携

『令和5年度学校・福祉連携モデル事業』から

みえてきた現状と課題

島根県社会福祉士会 子ども家庭委員会

太田桂子 吉田太郎

2024/6/11

【協力】島根県立出雲工業高等学校 奥野与志子
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学校・福祉連携モデル事業

貧困をはじめとする就学・修学上の課題は、学校のみでは解決が

困難である。その解決のためには、学校と社会福祉が連携し、課題を

抱える子どもや家庭等を早期発見・把握した上で、適切な支援につな

げる取り組みを推進することが肝要となる。

本事業は、学校と社会福祉が連携して取組を推進する上での具体的

な課題を抽出し、実証研究するためのモデル事業である。具体的には

モデルとなる市町村ならびに県立学校を選定の上で事業を推進し、

その成果を今後の施策立案や、モデル以外の市町村ならびに県立学校

等の取組推進に生かしていくものとする。

令和5年度 学校・福祉連携モデル事業実施要項より
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【実施主体】 島根県教育委員会（人権同和教育課）

【指定期間】 2年間

【事業の実施】

県立学校は、島根県社会福祉士会へ委託

市町村は、市町村教育委員会に委託

令和5年度 学校・福祉連携モデル事業実施要項より

R3 R4 R5 R6 R7

県立学校 松江南高校

出雲工業高校

吉賀高校

市町村 美郷町教委

飯南町教委
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【事業内容】

令和5年度 学校・福祉連携モデル事業実施要項より

学校内の支援体制や教職員、子どもや家庭等に対する

相談支援・情報提供

教職員に対する研修活動

地域の社会福祉資源と学校とのネットワークの構築

連携・調整

事業で得られた成果の公表

1

2

3

4
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令和5年度教職員アンケート結果（一部抜粋）
～出雲工業高等学校～

• アンケート実施時期：2023年6月5日～6月20日

• 対象：教職員 53名

• 回答方法： googleフォームを利用した無記名質問調査

• 回答数：40名（回答率75.5％）

【調査方法】
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学校現場で、福祉の専門職に相談したいと思う事項はどのようなことですか
（複数回答可）

福祉の専門職に相談したい事項は、
「家庭の養育環境（親子関係含む）・経済的課題」「発達障害（疑い含

む）への対応」「不登校（傾向含む）」が多い
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5％

福祉専門職へ相談する難しさを
「強く感じる」「やや感じる」が75％

SSWについて
「知っているが相談なし」47.5％
「詳細はわからない」「全く知らない」

の合計が32.5％

5％

5％

学校現場で、福祉の専門職に相談することの難しさを感じますか

スクールソーシャルワーカー(SSW）のことを知っていますか
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5％

相談する難しさを感じる理由は、
「どのようなことが相談できるか分からない」
「家庭内のことや本人の特性等について、どこまで学校が介入すべきか分からない」
「福祉的支援につなげる必要性があるかどうかの判断が難しい」が約４割である

難しさを感じる場合、なぜそのように感じると思われますか。あてはまるものを
最大3つ選んで回答してください。（4で「強く感じる」「やや感じる」と回答した人のみ）
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福祉の専門職に依頼したい支援は
「個々の支援に関する助言、相談」「保護者との面談」が半数である

学校現場で、福祉の専門職に頼みたい支援は何ですか（複数回答可）
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アンケートから抽出した課題と対策

福祉専門職への支援ニーズとして、家庭支援や発達障がい等への支援
に関することが多い。
個々の支援に対する助言や相談、保護者面談の希望があるが、何をど
のように相談してよいのかわからない。

校内で「困っている生徒をもらさない」ワンストップの機能

情報と複合的なニーズを集約し、校内組織で検討協議を行う

⇒「生徒支援委員会」の新設（保健教育相談部が担当）

対策

課題
1

保健教育相談部
特別支援コーディネーター
教育相談コーディネーター

担任

本人
保護者

教科担当者
部顧問 等

社
会
福
祉
士

タイムリーな
相談連絡

含
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アンケートから抽出した課題と対策

福祉専門職（SSW）は相談先として十分に認知されていない。
相談することへ難しさも感じている。
背景として、福祉的支援の理解不足、つなぐ必要性の判断、
家庭内の事情にどこまで介入すべきか判断の難しさ等がある。

具体的な福祉的支援と、福祉専門職の支援のあり方について、

 生徒・保護者に対してチラシ配布と校内掲示（教室含む）
気軽に相談できることの周知を図る。

 教職員に対して研修会を開催して、福祉専門職の役割と支援内容、
校内での相談体制の周知を図る。

 生徒や保護者との面接には、可能な限り担当教員が同席して

社会福祉の視点からの生徒理解を促す。

対策

課題
2
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・社会福祉士紹介チラシ作成と校内掲示、ＰＴＡ総会での配布

・教職員向けアンケートの実施

・「生徒支援委員会」の新設と学期ごとの開催への参加

・新年度当初の「支援や配慮を要する生徒の情報を共有する会議」

への参加

令和5年度 具体的な取り組み

学校内の支援体制や教職員、子どもや家庭等に対する

相談支援・情報提供
1

年6件の相談実績

 対人関係等障がい特性への支援

 家庭環境や健康状態からの不登校支援

 生活困窮と進路検討への支援

 家族内の葛藤への支援

 教員との関係、問題行動への支援など
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教職員対象：モデル事業説明のための研修、福祉に関する研修

初任者への研修

生徒対象： 2年生「社会福祉士の支援」

3年生「知っていると安心 社会保障制度」

教職員に対する研修活動2

地域の社会福祉資源と学校とのネットワークの構築

連携・調整
3

Ｉ-Room（出雲圏域通級指導）教員との情報交換

スクールカウンセラーとの情報交換

学校・福祉連携推進教員との情報交換
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モデル事業から見えてきた課題
1.支援や配慮を必要とする生徒が年々増加し、生活困窮や保護者自身の

課題、不登校対応など保護者と一緒に支援を必要とするケースの増加

⇒学校だけでは解決困難な課題が実在

2.担任等がなんらかの課題のある生徒に関して、何に気づき、どのように

相談してよいかわからない。支援を必要とする生徒情報を学校内の委員

会ごとに検討しているので、学校組織として集約する機能がない

 ⇒スクリーニング、情報集約の仕組みの重要性

3.SＳＷ活用事業の派遣依頼は、校長が県教委へ連絡、煩雑な事務手続が

あるため依頼を躊躇しやすい。特に県立学校は担当SSWが特定されて

おらず、校内担当者とSSWが顔合わせる機会もない

⇒SSW活用事業の機能修正する必要性
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今後の展望

気づく・つなぐ・支える

1.課題を有する生徒の情報が早期に把握でき、校内で組織横断的

に集約できる体制の整備

2.年度当初に支援や配慮を要する生徒の情報を教職員と共有し、

合理的配慮の共通認識とモニタリング

3.保護者支援等で難渋する場合はSC・SSWを含めたケース支援

会議により情報共有と具体的方策の検討

4.福祉専門職（ＳＳＷ）の派遣依頼にかかる煩雑な申請事務の

簡略化

5.学校担当者と福祉専門職が日頃の打合せや研修企画等を通じて

顔のみえる関係性を構築することでタイムリーな相談と連携

6.複数の福祉専門職による担当制で補完し合える体制の整備
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